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はじめに

我が国の食料供給は、輸入に大きく依存することで成り立っているため、海外の影響を

極めて受けやすい構造となっている。2007年度はそのことを改めて認識する年となった。

一つには、食料の需給をめぐる世界の情勢にかつてない変化が生じているなかで、穀物や

大豆の国際価格が過去最高水準にまで高騰し、国内の食料品価格や原料調達に大きな影響

を与えるとともに畜産経営に大きな打撃を与えたことである。また、食品に対する消費者

の信頼を揺るがす事件も発生した。

一方、食料供給の基本となるべき国内農業が直面している最大の課題は、生産構造のぜ

い弱化が進んでいる米、麦、大豆等の土地利用型農業の体質を強化すること等を通じて、

国内生産の増大を図り、将来にわたり食料を安定供給できる農業構造を構築することであ

る。特に、米については需給調整の実効性を確保し、水田農業の維持・発展を図る必要が

ある。

このような土地利用型農業に関しては、2007年４月から新たな経営所得安定対策が導入

されたが、生産現場から要望や不満等様々な意見が出されたため、制度の基本は維持しつ

、 。 、 、つ 市町村特認制度の創設等地域の実態に即した見直しが行われた また 米については

米価の大幅下落という状況に対応するための緊急対策が講じられるとともに、米価安定に

向けて生産調整の進め方の見直しが行われた。

他方、農林水産物・食品の輸出額は、2007年に４千億円を大きく超え、2013年までに１

兆円規模にするという目標に向けて順調に増加している。また、地球温暖化の進展等に対

応して、循環型社会を形成するとともに、農林水産業の新たな領域を開拓していく観点か

、 。ら 農村の資源を有効に活用してバイオマスの利活用を促進する動きが拡大してきている

さらに、食料・農業・農村施策の展開に大きな影響を及ぼすWTO農業交渉や豪州をはじ

めとするEPA/FTA交渉が、重要な局面を迎えている。

経済社会のグローバル化が進展するとともに、少子・高齢化、人口減少社会が到来する

など経済社会構造が大きく変化しているなか、とりわけ農村を中心とする地方の再生が重

要な課題となっているが、農業や農村が有する潜在能力を最大限に引き出し、国民生活を

一層豊かなものとする観点から 農林水産業と商工業等との産業間での連携 いわゆる 農、 、 「

商工連携」の促進等による地域経済活性化のための取組が推進されている。

本報告書は、こうした最近の動きを踏まえ、食料・農業・農村の動向や主要施策の取組

状況について、国民的関心と理解が深まることをねらいとして作成した。

その構成としては、冒頭に 「食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発 「原油、 」、

価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響 「４千億円を大きく超えた農林水産物・食品」、

の輸出」をはじめ、この１年の特徴的な動きを「トピックス」として取り上げた。そのう

えで、本編では、第Ⅰ章を特集章として 「農業の体質強化と農村の活性化」と「地球環、

境対策と農村資源の保全・活用」の２つのテーマを取り上げた。また、第Ⅱ章では 「食、

料 「農業 「農村」ごとに主な動向について簡潔に記述した。」、 」、

P
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食の安全に不安を与える事件の発生

2007年12月から翌年１月にかけ、食品による薬物中毒事案が発生し、消費者の間に食品の

安全性に関する不安が高まりました。このような事案の再発を防止するためには、原因の究

明が必要ですが、それを待たなくても取り組むべきことも多いと考えられます。このため、

①情報の集約・一元化体制の強化、②緊急時の速報体制の強化、③輸入加工食品の安全確保

策の強化といった政策を、政府一体となって速やかに実施することが、関係閣僚の申合せに

より決定されました。今後、事態の推移に応じて、新たな再発防止策の必要性について検討

することとされています。

コンプライアンスの徹底に向けた取組が求められている

また、2007年には、食品事業者による不適切な表示や製造といった消費者の信頼を揺るが

す事件が相次いで発生しました。食品の自主回収件数も前年の３倍以上に増加しています。

このようななか、食品に対する国民の信頼を確保することが急務となっており、まず、何

よりも食品企業のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）の徹底を図る必要があ

ります。特に、業界団体や個別企業の経営者・監査役の高い意識と主体的な対応が求められ

、「 」 、ているため 食品産業トップセミナー の開催を通じて消費者重視の経営が行われるよう

経営者の意識向上が図られています。また、食品産業の多くを占める中小食品事業者はノウ

ハウ・人材の点でコンプライアンスへの対応が困難な面があることから、主にこうした中小

食品事業者を対象としたコンプライアンスの取組の道しるべとして 「 食品業界の信頼性、『

向上自主行動計画』策定の手引き～５つの基本原則～」が策定されています。

このほか、食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重

要管理点）を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP（危害分析・重要管理点）手法
ハ サ ッ プ

の導入や食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及できるトレーサビリティの普及を

図ることも重要です。

食品事業者においては、取り扱う商品が国民の生命・健康にかかわるものであり、健康被

害を引き起こさなくても、表示偽装等の行為は消費者の信頼を損なう重大な行為であること

をしっかりと認識して、コンプライアンスの確立に取り組むことが必要です。また、コンプ

ライアンスの確立に向けて、企業行動規範や事故対応マニュアルの整備、専門部署の設置を

行うなどの取組が重要です。
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2007年
６月

Ａ社

・原材料の虚偽表示、意図的な異種原材料の混入、賞味期限
　の改ざん、産地偽装等
・上記の行為を不正と認識したうえで、社長の指示により常
　態的に実施

８月 Ｂ社
・製品の賞味期限の改ざん、自主検査で製品から大腸菌群等
　が検出されたが、公表せず回収

Ｃ社
・製品の解凍・再包装、製造年月日・消費期限の改ざん、原
　材料の不適正表示　等

Ｄ社 ・商品の原材料を虚偽表示して販売

Ｅ社 ・製品の消費期限等の改ざん、原材料の原産地の偽装　等

10月

最近の主な消費者の信頼を揺るがす事件

資料：(独)農林水産消費安全技術
センター調べ

１ 食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

資料：農林水産省調べ

食品自主回収件数の推移
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適正でわかりやすい食品表示の実現のための取組を推進

他方、食品に対する国民の信頼を確保するためには、適正でわかりやすい食品表示にす

ることが必要です。食品等の表示に関係する法律は「農林物資の規格化及び品質表示の適

正化に関する法律 （JAS法）や「食品衛生法」など複数ありますが、例えば、JAS法は消費」

者の選択に役立てるという観点から適正な表示を義務付けており、行政と消費者が一体と

なった監視・指導が行われています。また、犯罪性が高いなどJAS法の適用範囲にとどまら

ない事案については、事柄の性質に応じて警察等と連携をとりながら対応することとされ

ています。

また、政府は、食品偽装事件が全国的に相次いでいること等を受け、2007年12月に「生

活安心プロジェクト を決定し このなかで食品不正表示の監視取締体制の強化のため 食」 、 「

」 、 、 、品表示特別Gメン を新設し 広域 重大案件に対して機動的に調査を行うこととしたほか

JAS法の品質表示基準の適用を業者間取引に拡大することとしました。また、食品表示に関

連する機関の連携を強化するため、関係都道府県の機関と国の出先機関との間で「食品表

」 。 、 「 」 、示監視協議会 が設置されます さらに 関係府省の間で 食品表示連絡会議 を設置し

関連情報の共有を進めるなど、安心できる生活環境の実現を目指し、適正でわかりやすい

食品表示が行われるための取組が推進されています。

【P108～113参照】

缶詰、即席めん等
劣化が比較的遅い
ものには賞味期限
が表示されます。

調理パン、生菓子等
劣化が早いものには
消費期限が表示され
ます。

「消費期限」と「賞味期限」

消費期限は、その期限を過ぎたら食べない方が良いもので
す。これに対して、賞味期限は、おいしく食べることができ
る期限で、この期限を過ぎても、すぐに食べられないという
ことではありません。

また、これらの期限は、事業者が科学的、合理的根拠をも
って設定しています。表示されている期限は、未開封のとき
の期限です。一度開封した食品は、表示されている期限にか
かわらず、早めに食べましょう。期限表示の意味を正しく理
解して、食品の保存や調理を適切に行うことにより、無駄な
廃棄を少なくすることが大切です。

主な食品等の表示制度

資料：農林水産省調べ
注：不当景品類及び不当表示防止法と不正競争防止法は、食品を含むすべての商品が対象となる。

法律名
農林物資の規格化及び
品質表示の適正化に関
する法律(JAS法） ◇_

食品衛生法
不当景品類及び
不当表示防止法
（景品表示法）

不正競争防止法

所管官庁 農林水産省 厚生労働省 公正取引委員会 経済産業省

目的
一般消費者の適切な
商品選択

飲食に起因する衛生上
の危害の防止

公正な競争を確保し、
一般消費者の利益を
保護

事業者間の公正な競争
を確保

表示対象
一般消費者向けのすべ
ての飲食料品

公衆衛生の見地から表示
が必要な食品及び食品添
加物

事業者の供給する商品
(注)または役務

商品(注)もしくは役務ま
たはその広告もしくは取
引に用いる書類もしくは
通信

違反に対する
ペナルティ

・指示→命令→罰則
・指示を行った場合は
　名称等公表

罰則
排除命令（→確定）→罰
則

罰則

罰則規定

１年以下の懲役または100
万円以下の罰金
（法人の場合は１億円以
下の罰金）

・営業許可の取消、営業
　の禁止または停止
・２年以下の懲役または
　200万円以下の罰金
　（法人の場合は１億円
　以下の罰金)

・確定排除命令に従わな
　い場合、事業者の代表
　者等に対し２年以下の
　懲役または300万円以下
　の罰金
・事業者に対し３億円以
　下の罰金

５年以下の懲役または500
万円以下の罰金
（法人の場合は３億円以
下の罰金）
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食料需要とエネルギー原料需要との競合が大きな問題に

食料の需給をめぐる世界の情勢に、かつてない変化が起こっています。

需要面では、中国等の途上国を中心とした人口増加に加えて、所得の向上により、畜産物

・油脂類の消費が拡大することに伴い、とうもろこし等の飼料となる穀物や、油糧原料とな

る大豆やなたね等の需要が増加しています。また、近年の原油価格の高騰と国際的な環境へ

の関心の高まりのなかで、石油代替燃料としてバイオ燃料の生産が拡大することに伴い、原

料となるとうもろこしや大豆等の需要が世界的に増加し、食料需要との競合が起こっていま

す。とうもろこしの最大輸出国であるアメリカでは、バイオエタノールに対する需要が増加

し、原料となるとうもろこしの作付が増加する一方、大豆の作付が減少し、大豆需給にも影

響を及ぼしています。

こうしたなかで、供給面では、豪州の２年連続の干ばつによる小麦の減産等、食料需要の

増加に農業生産が的確に追いつけない状況となっています。このため、国際的な食料需給は

近年ひっ迫する傾向で推移し、世界の穀物の在庫は極めて低水準となり、穀物や大豆の国際

価格は過去最高の水準にまで高騰しています。

このほかにも、ロシアや中国等一部の食料輸出国では、自国内への食料供給を優先して、

農産物の輸出規制を実施したり、穀物・大豆の市場では、投資や投機的マネーが流入するな

どの動きがみられたり、国際価格の高騰に拍車をかけています。

世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性

このような食料需給をめぐる世界情勢の大きな変化は、一時的なものに止まらないと予測

されています。需要面では、途上国を中心とした世界人口の増加により食料需要のさらなる

増加が見込まれています。また、バイオ燃料についても世界全体の需要量が2030年には現在

（2004年）の６倍になると予測され 、非食用需要を含めた穀物・大豆需要が一層増加する*1

と見込まれています。一方、供給面では、地球温暖化の進展や水資源の不足等が農業生産に

、 。影響を及ぼすと見込まれており 世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性があります

、 、 、 。また 穀物・大豆の国際価格についても 今後 高水準で推移するという指摘もあります*2

穀物・大豆の価格の推移

資料：ロイター・ES＝時事
注：1) シカゴ商品取引所（CBOT）の毎月最終金曜日の期近価格であり、図中の数字は2008年２月の価格

2) １ブッシェルは、大豆・小麦は27.2155kg、とうもろこしは25.4012kg

*1 国際エネルギー機関（IEA）
*2 OECD-FAO「Agricultural Outlook 2007-2016」

２ 原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響
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